
資料－３

「半鐘山と北白川を守る会」からの要請書について

平成１４年８月及び９月 「半鐘山と北白川を守る会」から国土交通大臣及び社会資本、

整備審議会会長あてに別添の要請書が送付された （同時に、内閣総理大臣、文化庁長官。

《９月のみ 、京都府知事及び京都市長あてにも送付）》

１．要請の概要

①要請の趣旨

「京都市左京区銀閣寺前町所在の通称半鐘山を歴史的風土特別保存地区に指定する

などして保全措置を速やかに講じられますよう重ねて要請します 」。

②要請の理由（抄）

・ 半鐘山は、歴史的風土保存区域、風致地区第２種区域、第１種低層住居専用地域に指「

定されていますが、歴史的風土特別保存地区の指定からもれています 」。

・ 半鐘山は、東山３６峰の一つで、古来は銀閣寺の寺領であり、歴史的な由緒ある地区「

です 」。

・ 銀閣寺が世界遺産条約に基づく文化遺産に指定されたときに、政府は、半鐘山も、バ「

ッファーゾーン（登録資産緩衝地帯）に指定しており、ユネスコはそれを踏まえて銀

閣寺を世界文化遺産に登録しました 」。

・ 半鐘山は、宅地分譲開発工事によって失われようとしています。これは古都京都の歴「

史的風土を破壊するものです 」。

・ 国土交通大臣におかれては、国における歴史的風土保存事務の所管庁の立場から、半「

鐘山を歴史的風土特別保存地区に指定するよう取り組んでください 」。

・ 社会資本整備審議会におかれては、半鐘山を歴史的風土特別保存地区に指定すること「

を調査審議し、内閣総理大臣、国土交通大臣に意見を述べ、京都府知事、京都市長に

協力を求めてください 」。

２．当該地における経緯

・昭和 ５年 京都市都市計画審議会の議を経て風致地区の指定

・昭和４１年 歴史的風土審議会の議を経て歴史的風土保存区域の指定

（当該地は、同区域に指定された ）。

・昭和４２年 京都市都市計画審議会の議を経て歴史的風土特別保存地区の指定

（当該地は、同地区には指定されていない ）。

・昭和４６年 京都市都市計画審議会の議を経て市街化区域の線引

（当該地は、同区域に指定された ）。

・平成 ８年 歴史的風土保存区域及び歴史的風土特別保存地区の指定拡大

（当該地は、特別保存地区には拡大指定されていない ）。















京都市歴史的風土保存計画

昭和42年１月25日
総理府告示第５号

沿革 昭和44年７月２日
総理府告示第25号改正
昭和46年４月26日
総理府告示第16号改正
平成７年６月15日
総理府告示第38号全部変更

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第１号）第５条第４項に

おいて準用する同条第１項の規定に基づき，京都市歴史的風土保存計画の決定の件（昭和42年

１月25日総理府告示第５号）の全部を次のように変更し，同条第４項において準用する同条第

３項の規定に基づき，公示する。

京都市歴史的風土保存計画

八世紀の末，桓武天皇が長岡よりこの地に遷都し，政治の中心となるとともに，王朝文化の

華が開いた。

首都として千有余年の間繁栄し，数多くの歴史上重要な文化的資産を現代に伝えている。こ

れらの歴史的資産の大半は山麓に集中し，東山，西山，北山等を背景にして，恵まれた自然的

環境と一体をなして，特色のある歴史的風土を形成している。

１ 歴史的風土保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持保存に関する事項

歴史的風土保存区域内における行為の規制に当たっては，歴史的風土の特性に応じ，当該

行為地の自然的環境と当該行為の種類及び規模を勘案の上，歴史的風土に影響を及ぼすおそ

れのある行為はこれを規制するものとする。なお，その他必要に応じ，歴史上意義を有する

建造物，遺跡等及びこれらと一体となる自然的環境の維持保全等歴史的風土の積極的保存を

講ずるものとする。

地区別の歴史的風土の特性に応ずる行為の規制の大綱は次のとおりとする。

(1) 醍醐地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，醍醐寺を中心とし，これと一体となる自然的環境，

特に下醍醐より上醍醐に至る道路からの展望域の森林美についての保存にあり，このた

め，老齢樹の伐採制限とその撫育を図るとともに，下醍醐周辺においては，建築物その他

の工作物の新築等についての規制に重点を置くものとする。

(2) 桃山地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，伏見城跡，桓武天皇陵等の遺跡等と一体となる静寂

な自然的環境の保存にあり，建築物その他の工作物の新築等，土地形質の変更，木竹の伐

採等の規制に重点を置くものとする。



(3) 東山地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，修学院離宮，慈照寺，南禅寺，知恩院，清水寺，円

山公園等の歴史的建造物及び史跡名勝と一体となる比叡山，大文字山，稲荷山等の東山連

峰の自然的環境の保存にあり，歴史的建造物，遺跡等の密集する地域については，建築物

その他の工作物について制限の強化を図るとともに，新たな宅地造成等の開発規制を行い，

また，優美な山容の保存のため，土地形質の変更，木竹の伐採等の規制に重点を置くもの

とする。

(4) 山科地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，本圀寺，毘沙門堂，天智天皇陵等の歴史的建造物，

遺跡等と一体となる自然的環境の保存にあり，歴史的建造物，遺跡等の周辺地域について

は，建築物その他の工作物の新築等について規制を図るとともに，新たな宅地造成等の開

発規制を行い，また，優美な山容の保存のため，土地形質の変更，木竹の伐採等の規制に

重点を置くものとする。

(5) 上高野地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，崇道神社，蓮華寺，三宅八幡神社等の歴史的建造物

等と一体となる自然的環境及び高野川流域の景観の保存にあり，歴史的建造物等の周辺地

域については，建築物その他の工作物の新築等，市街化による歴史的風土に影響を及ぼす

おそれのある行為の規制を図るとともに，高野川流域については土地形質の変更，木竹の

伐採等の規制に重点を置くものとする。

(6) 大原地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，寂光院，三千院，勝林院及び来迎院を中心とし，こ

れらと一体となる静寂な自然的環境の保存にあり，背景となる山丘の土地形質の変更，木

竹の伐採等について規制を図るとともに，歴史的建造物の周辺地域は特に観光施設の規模

及び配置の規制に重点を置くものとする。

(7) 鞍馬地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，鞍馬寺，貴船神社等と一体となる深山の自然景観と，

加茂川の水源としての山峡における渓谷美の保存にあり，樹木の伐採の制限及び森林の撫

育に併せて流域景観の維持に重点を置くものとする。

(8) 岩倉地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，実相院，石座神社，冷泉天王皇后陵等の歴史的建造

物，遺跡等と一体となる自然的環境の保存にあり，歴史的建造物等の周辺地域については，

建築物その他の工作物の新築等の規制を図るとともに，背景となる山丘については，土地

形質の変更，木竹の伐採等の規制に重点を置くものとする。



(9) 上賀茂松ケ崎地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，賀茂別雷神社（上賀茂神社）等の歴史的建造物と一

体となる自然的環境の保存にあり，背景となる丘陵における建築物その他の工作物の新築

等，土地形質の変更，木竹の伐採等の規制に重点を置くものとする。

(10) 西賀茂地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，正伝寺，円成寺，源光庵，常照寺等の歴史的建造物

と一体となる船山等の自然的環境の保存にあり，背景となる丘陵における建築物その他の

工作物の新築等，土地形質の変更，木竹の伐採等の規制に重点を置くものとする。

(11) 御室・衣笠地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，鹿苑寺，龍安寺，仁和寺等と一体となる西山，左大

文字山及び双ケ岡の自然的環境の保存にあり，特に，歴史的建造物，遺跡等の周辺地域に

ついては，建築物その他工作物の新築等，市街化による歴史的風土に影響を及ぼすおそれ

のある行為を規制するとともに，優美な山容の維持のため土地形質の変更及び木竹の伐採

の規制に重点を置くものとする。

(12) 高雄・愛宕地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，神護寺，高山寺，愛宕神社等の歴史的建造物と一体

となる幽寂な自然的環境及び清滝川の渓谷美の保存にあり，歴史的建造物の周辺地域につ

いては，特に観光施設の規模及び配置についての規制の強化，樹林地については，土地形

質の変更の規制及び樹相の維持に重点を置くものとする。

(13) 嵯峨嵐山地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，大覚寺，天龍寺，西芳寺，松尾神社等の歴史的建造

物，遺跡等と一体となる名勝嵐山，小倉山，曼荼羅山等の自然的環境，保津川の清流及び

嵯峨野における田園景観の保存にあり，歴史的建造物の周辺地域及び嵯峨野については，

建築物その他の工作物の規制，渡月橋周辺については，観光施設の規模及び配置の規制に

重点を置くものとする。また，保津川の渓谷美と一体となる嵐山及び小倉山の森林美並び

に嵯峨野の背景となる山丘については，土地形質の変更及び木竹の伐採の規制に重点を置

くものとする。

(14) 桂地区

本地区の歴史的風土保存の主体は，桂離宮と一体となる桂川流域の自然的環境の保存に

あり，建築物その他の工作物の新築等，土地形質の変更及び木竹の伐採の規制による流域

景観の維持に重点を置くものとする。

２ 歴史的風土保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる保存施設の



整備に関する事項

保存施設の整備に当たっては，歴史的風土を維持保存するために必要な次の諸施設の整備

を図るものとする。

(1) 防火施設

(2) 土砂崩壊防止施設

(3) 景観保全のための植栽

(4) 渓谷，河川の護岸施設

(5) 獣害防止施設

(6) 防火，病虫害防除等維持管理上の道路

(7) 立入防止さく，標識等の管理施設

(8) 維持保存に寄与する道路その他の公共施設

３ 歴史的風土特別保存地区の指定の基準に関する事項

特別保存地区は歴史的風土保存区域内において，次に掲げる基準に該当する地域を，都市

計画法第15条の規定により定めるものとする。

(1) 歴史上重要な文化的資産とその周囲の自然的環境とが一体となって「歴史的風土」の枢

要な部分を構成している地域であること。

(2) 現に存する「歴史的風土」を保存するため，当該地域における建築物の新築，宅地の造

成等の行為の規制その他積極的に「歴史的風土」の維持保存の対策を講ずる必要のある地

域であること。

(3) 都市計画法第５条に規定する都市計画区域内の地域であること。

４ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条の規定による買入れに関する事

項

法第11条の規定による土地の買入れは，歴史的風土の保存上その中核となるべき土地の区

域内の土地で，市街地に接すること等により宅地化のおそれのあるもののうち，私人が所有

し，かつ，建築物等の新築等，土地の造成等の行為について法第８条第１項の許可を得るこ

とができないため，その土地の利用に著しい支障を来すこととなるものにつき，当該土地の

所有者から当該土地を市において買い入れるべき旨の申出があった場合において，真にやむ

を得ないと認められるものついて行うものとする。


